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６　住民基本台帳ネットワークの運用状況
　　住民基本台帳ネットワークシステム（住基ネット）は、地方公共団体共同のシステム

　として、居住関係を公証する住民基本台帳のネットワーク化を図り、４情報（氏名、生

　年月日、性別、住所）と住民票コード等により、全国共通の本人確認を可能とするシス

　テムで、電子政府・電子自治体の基盤となるものです。

　　平成14年8月には第一次稼働、平成15年8月には第二次稼働がスタートし、住民票の写

　しの広域交付などができるようになりました。

　　本市では、美唄市住民基本台帳ネットワークシステムに係る個人情報の保護に関する

　条例（平成19年条例第21号）を制定し、個人情報の保護を図るとともに、住基ネットの

　運用状況を公表することとしており、平成19年度の状況は次のとおりです。

＜住民基本台帳カードの交付件数＞

平成19年度

112枚
（52枚）

28枚

＜住民票写しの広域交付件数＞

平成19年度

8件

9件

17件

＜付記転入転出届の処理件数＞

実績なし

７　電子申請等の運用状況
　　電子申請は、市への手続の申請・届出などをインターネットを通じて行うもので、

　本市では、美唄市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成19年

　条例第22号）を制定し、平成19年9月から実施しています。

　　平成19年度の運用状況は、次のとおりです。

＜公的個人認証の交付件数＞

平成19年度

61件

＜電子申請の件数＞

平成19年度

2件

印鑑登録証明交付申請 2件

水道使用開始届 3件

水道使用中止届 1件

8件合　　　計

要

不要

不要

累　　　計区　　　分

280枚
（59枚）

252枚

28枚

交付枚数
（　）は交付枚数のうち顔写真なしのもの

有効カード枚数

廃止カード枚数

区　　　分 累　　　計

交付地
（他自治体住民が美唄市で請求したもの）

73件

住所地
（美唄市民が他自治体で請求したもの）

95件

合　　　計 168件

区　　　分 累　　　計

公的個人認証 73件

区　　　分 公的個人認証の要・不要

住民票の写し交付申請 要
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